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今後の我が国の人口構造の急速な変化
～日本の将来推計人口（平成18年12月推計）～

○ 我が国の合計特殊出生率は、2005年に1.26と過去最低を更新。人口減少が始まった。

○ 新人口推計（中位）によれば、2055年に産まれる子ども数は現在の約４割、高齢化率は現在の２倍（40.5%）、生産年
齢人口（15～64歳）も現在の２分の１近くに急激に減少する。
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平成21年女性の潜在的な労働力率

平成21年女性労働力率
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結婚や出産・子育てをめぐる国民の希望と現実との乖離
～急速な少子化を招いている社会的な要因～
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Ѓɵ˺ ̜ Ѱ↓ǵ Ǟǵ ǲǫǋǭ

…仕事の進め方の再構築や代替要員の活用など、特に中小企業における子育て支援の充実を図る。積極的取組を行ってい
る企業に対する社会的な評価の促進を図る。これらの施策により、育児休業の取得を促進し、特に男性の育児休業制度の利
用促進を図る。子育て期の短時間勤務制度の強化や在宅勤務の推進など、育児介護休業法の改正を検討する。…

新しい少子化対策について（平成18年6月）

…育児休業制度については、短時間勤務制度など柔軟な働き方を支援することが重要。あわせて、男性（父親）の長時間労
働の是正や育児休業の取得促進などの働き方の見直しが必要。…

社会保障国民会議最終報告（平成20年11月）

ʣ ὑ ↑ ֺ ὑ Ѓ ˺ ̜ Ѱ↓

平成20年7月

平成20年8月～12月

平成20年12月25日 労働政策審議会建議「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」

平成21年4月15日 労働政策審議会「育児・介護休業法改正法案要綱」の諮問・答申

平成21年4月21日 「育児・介護休業法改正法案」を国会に提出

Ԍ ҥϐ ǲǑǘȒ

平成21年6月24日 「育児・介護休業法改正法案」が国会で可決・成立（全会一致）

労働政策審議会雇用均等分科会で、見直しについて１１回にわたり議論

今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会報告書（有識者による研究会）
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平成８年度

平成11年度

平成14年度

平成17年度

平成20年度

500人以上

100～499人

30～99人

5～29人

（％）

５人以上 ３０人以上 平成17年度 平成20年度

（％）

女性常用労働者に
占める介護休業取
得者の割合

男性常用労働者に
占める介護休業取
得者の割合

合　計 0.11 0.03

《0.08》 《0.02》

〔事業所規模〕

５００人以上 0.10 0.02

《0.08》 《0.01》

１００～４９９人 0.12 0.02

《0.07》 《0.01》

３０～９９人 0.13 0.02

《0.07》 《0.01》

５～２９人 0.10 0.04

《0.11》 《0.03》

３０人以上〔再掲〕 0.12 0.02

《0.07》 《0.01》
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(％)

あり なし 不明

合　　　計 100.0 46.2 53.6 0.2

【事業所内規模】

500人以上 100.0 94.2 5.8 -

100～499人 100.0 82.9 17.1 -

　30～　99人 100.0 62.6 37.4 -

　　5～　29人 100.0 41.5 58.2 0.3

30人以上〔再掲〕 100.0 67.2 32.8 -

合計

ἧǵ ̜ Ѱ↓ǵ ѩƲ ѩ˗ Ҋֻ

(％)

女性 男性

100.0 6.1 15.2 2.8

(100.0) (66.6) (33.4)

【事業所内規模】

500人以上 4.8 13.8 2.3

100～499人 7.0 20.5 2.7

　30～　99人 6.0 12.8 2.4

　　5～　29人 6.1 13.8 3.3

30人以上〔再掲〕 6.1 15.9 2.5

合　　　計

就学前までの子を
持つ男性労働者
に占める子の看護
休業取得者の割
合

子の看護休
暇取得者

就学前まで
の子を持つ
労働者

就学前までの子を
持つ女性労働者
に占める子の看護
休暇取得者の割
合







子を持つ母親の望ましい働き方として、子が１歳までは育児休業の支持率が最も高く、
子が小学校就学前までは短時間勤務、残業のない働き方が上位２位となっている。
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76.5

8.6

16.2

30.6

43.8

51.4

48.4

35.7

18.5

16.2

30.7

41.0

37.2

25.7

7.7

5.9

9.5

7.5

5.3

45.7

31.4

14.5

42.4

34.4

25.0

11.6

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

A １歳まで

B １歳半まで

C ３歳まで

D 小学校就学前まで

E 小学校３年生まで

F 小学校卒業まで

G 中学校卒業まで

H 高校卒業まで

I 短大・大学以上

残業のある働き方 残業のない働き方 短時間勤務
在宅勤務（部分在宅も含む） 育児休業 子育てに専念
無回答

全体

n=1553

注：図表を見やすくするために、５．０％未満はデータを表示していない。

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（平成２０年）



育児休業制度や短時間勤務制度を利用したいという男性は３割を超える。
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 全体 子どもあり 全体 子どもあり

調査数（ｎ） 1553 1104 752 589 801 515
育児休業制度 50.9 50.0 31.8 33.1 68.9 69.3
育児のための短時間勤務制度 48.9 48.8 34.6 35.1 62.3 64.5

男性 女性全体 子ども
あり

注：育児休業制度については「利用したいと思う」、育児のための短時間勤務制度については「現在利用している」・「利用したいと思う」を合わせた割合。
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72.6

68.6

29.2

24.7

15.4

14.4

46.0

79.1

20.5

21.3

2.1

7.9

84.1

64.1

33.0

26.1

21.2

17.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子どもが小さいうちは、
自分で育てたいから

子どもが小さいうちは、
育児が大変だから

法律で認められた権利だから

保育園、両親等に預けられる時間が
限られており、休まざるを得ないから

休業期間中には、雇用保険から
給付金が支給されるから

保育園に入れず、
休まざるを得ないから

計(n=791)

男性(n=239)

女性(n=552)

 

71.8

62.5

17.9

16.1

12.1

72.7

55.8

12.7

7.7

10.0

71.3

65.9

20.6

20.4

13.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

勤務時間が短縮できる分、
子どもと一緒にいられる時間が

増えるから

保育園、学童クラブ、両親等に
預けられる時間が限られているから

勤務時間の短縮分の賃金が減額される
ことで、早く帰宅することに対して周囲の
同僚等の理解を得やすくなると思うから

勤務時間が短いため、体力の消耗が
少ないから

短時間勤務制度を利用すれば、
急な残業等を命じられることがなくなるから

計(n=759)

男性(n=260)

女性(n=499)

注１：各制度を「利用したいと思う」と回答した従業員について。
注２：複数回答。「その他」、「わからない」、「無回答」は表示していない。
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出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（平成２０年）





男性は企業規模にかかわらず、女性は規模が小さいほど、育児休業制度を取得しにくい。
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34.5

36.9

4.1

36.7

36.6

16.0

10.4

20.1

15.5

46.8

36.1

5.4

10.3

29.9

50.3

1.5 1.7

3.3

0.7

3.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

企業調査
n=763

従業員調査
n=1,553

企業調査
n=763

従業員調査
n=1,553

取得しやすい どちらかといえば取得しやすいどちらかといえば取得しにくい取得しにくい 無回答

女性が
取得す
る場合

共働き
の男性
が取得
する場
合

取 得 し
や す い
計

取 得 し
にくい
計

7 1 .2 2 5 .4

7 3 .5 2 5 .8

2 0 .1 7 6 .7

1 2 .0 8 6 .3

 
（％）

女性が取得
する場合

共働きの男
性が取得す
る場合

763 71.2 20.1
規模別 220 61.4 16.4

180 57.2 15.0
107 81.3 23.4
100 91.0 22.0
96 95.8 27.1

1,553 73.5 12.0
規模別 245 53.5 10.2

219 54.3 9.1
169 74.0 11.8
264 78.8 9.8
400 91.8 17.5

10～29人

調査数
(n)

「取得しやすい」計

全体
10～29人企

業
調
査

従
業
員
調
査

30～99人
100～299人
300～999人
1000人以上

30～99人
100～299人
300～999人
1000人以上

全体

注１：「取得しやすい計」は「取得しやすい」、「どちらかといえば取得しやすい」の計。「取得しにくい計は「どちらかといえば取得しにくい」、「取得しにくい」の
計。
注２：規模別の９人以下（38社、28人）は、サンプルが少ないので表示していない。

出典：ニッセイ基礎研究所「今後の仕事と家庭の両立支援に関する調査」（平成２０年）



家族の介護・看護のために離転職している労働者が、企業において重要な地位を占める４０歳代、５０歳代を中
心として、平成９年からの５年間で約４５万人、平成１４年からの５年間で約５０万人存在。
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13.7
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注：集計対象は、平成９年１０月から平成１４年９月までの５年間に、家族の
介護・看護のために前職を離・転職した雇用者

注：集計対象は、平成１４年１０月から平成１９年９月までの５年間に、家族の
介護・看護のために前職を離・転職した雇用者
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１５～３９歳

１８．０％８１，７００人

４０～５９歳

５７．５％２６１，７００人

６０歳～

２４．５％

１１１，７００人

１５～３９歳

１５．９％７９，８００人

４０～５９歳

５８．４％２９３，２００人

６０歳～

２５．７％

１２９，１００人

総計４５５，１００人

（男性６７，２００人、女性３８８，０００人）

総計５０２，１００人

（男性８７，４００人、女性４１４，７００人）
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○短時間勤務制度の対象となる労働者は以下のすべてに該
当する者です。

Ū ǲ ǦǱǋἧș ǠȒҥϐ ǮǉȒǚǯƳ
ū ǵ ὑҥϐ Ǔ ̊ʤǮǱǋǚǯƳ
Ŭ Ƶ ǜȓȒ ǮǱǋǚǯƳ
ŭ ҽҵѰ↓Ǔ ǜȓȒ ǲ ǲ Ѓ̜ șǞǭǋǱǋǚǯ
Ů ҥ̓Ӳὑǲȏȑ ẆǯǜȓǦҥϐ ǮǱǋǚǯƳ

ɵ 1₴ ǵҥϐ
ɵ1 ǵ ὑҥϐ Ǔ ̊ʤǵҥϐ
ɵ ҵǵר ֕Ƕ ҵǵὕ ̱Ѱǲ ȐǞǭƲ ҽҵѰ↓ș ǡȒǚǯǓ
ᶩ ǯ ȈȐȓȒ ҵǲ♫˗ǠȒҥϐ ǚȓȐǵ ҵǲǫǋǭ ẆǯǠ
ȒḹֻǲǶ̈ ǯǞǭɓɪɁȭȷȽȢɞѰ ș ǟȒⱳ ǓǉȑȅǠƳ



ǵʤǮǵ ҽҵѰ↓ǲǫǋǭū

○短時間勤務制度の内容

短時間勤務は、１日の所定労働時間を原則として６時間とする措置を
含むものとしなければなりません。

１日の所定労働時間を６時間とする措置を設けた上で、そのほか、例
えば１日の所定労働時間を７時間とする措置や、隔日勤務等の所定労
働日数を短縮する措置など所定労働時間を短縮する措置を、あわせて
設けることも可能であり、労働者の選択肢を増やす望ましいものといえ
ます。



Ǥǵ̀ ̉ɵ ˗ Ū

○育児・介護休業申出に対する事業主による休業期間等の書
面の交付

事業主は、育児・介護休業申出書による申出等がされた場合には、
速やかに、
①申出を受けた旨、
②休業開始予定日及び休業終了予定日、
③休業を拒む場合にあってはその旨及び理由、
を労働者に通知（書面の交付によるほか、労働者が希望する場合
はファックス又は電子メールによる送信（労働者が書面として打ち出
せるものに限る。）でも可能）しなければならない。



Ǥǵ̀ ̉ɵ ˗ ū

○育児休業の再度取得要件の見直し

育児休業の再度取得要件及び育児休業申出の撤回後の再度取得
要件に、①子が負傷、疾病等により２週間以上の期間にわたり世話
が必要となった場合、②保育所に入所申請を行ったが当面入所で
きない場合、を加える。

○不利益取扱い禁止指針の見直し

・法改正に伴い、介護休暇、所定労働時間の短縮措置、所定外
労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限を対象に追加。
・不利益取扱いとなる行為の例示に、「昇進・昇格の人事考課に
おいて不利益な評価を行うこと」を追加。





現在の登録企業

1,574社
（2009年9月8日現在）

企業名
株式会社 長岡塗装店

業種 建設業

企業規模 ２２人

企業規模詳細 従業員数 20名（うち女性5名）

所在地 島根県松江市西嫁島1-2-14

電話 0852-26-1641

FAX 0852-26-1643

概要 塗装工事業・防水工事業・とび土工・建築一式

認定状況 ２００７年認定、２００９年認定

ファミリーフレンドリー企
業表彰または均等・両
立推進企業表彰の受賞
の有無

有り

一般事業主行
動計画

我が社の両立
支援の取組
（現在実施中
又は実施して
いた取組・実
績など）

◆2007年 次世代育成支援対策推進法に基づく認定を受ける
・子供の看護のために子供1人につき年間5日の有給休暇付与(高校卒業まで) 
・保育所の費用の3分の1を助成
・始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ
・1時間までの育児短時間勤務制度
・子育て中・妊娠中の従業員の休憩室新設とマッサージチェア・空気清浄機の
購入
・1週間の所定労働時間を1時間短縮
・育児休業取得者の代替要員を確保
・1時間までの育児短時間勤務制度(30分単位) 
・子供が親の働くところを見ることができる子ども参観日
・育児休業の3日間有給休暇制度・複数回取得可能制度

◆2004年 Ｈ15年度働く人と家庭にやさしい事業所表彰(島根県商工労働
部政策課) 

◆2006年 ファミリー・フレンドリー企業表彰島根労働局長賞受賞
◆2008年 しまね子育て応援企業優良表彰
◆2008年 第2回「ワーク・ライフ・バランス大賞」優秀賞組織活動部門
◆2008年 第1回子どもと家族を応援する日本功労者表彰内閣総理大臣

表彰受賞

URL
http://www.nagaoka-toso.co.jp/

一般事業主行動計画書１.pdf

両立支援のひろば（公表サイト）について

公表日：2009年09月02日

一般事業主行動計画書２.pdf 公表日：2009年09月02日

行動計画策定

社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやす
い環境をつくるには、情報や問題意識を共有し、社員一人一人の強み
を活かしながら補完しあえるチームワークを確立することが必要である
ことから、様々な立場、多くの価値観を理解し合えるよう、一層具体的
な行動計画を策定し、丁寧に取り組みます。

1. 計画期間 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの2年間

2. 内容

目標1 妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労
働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備
の実施

＜対策＞
・平成21年 7月 管理職を対象とした研修会を実施
・平成21年 8月 相談体制の整備
・平成21年 9月 社内報・パンフレットを活用した周知・啓発の実施

目標2 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のた
めの業務内容や業務体制の見直し

＜対策＞
・平成22年 1月 管理職を対象とした検討・研修会を実施
・平成22年 3月 社内報により制度の周知・啓発の実施

目標3 職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正の
ための情報提供・研修の実施

＜対策＞
・平成21年 7月 トップメッセージの作成
・平成21年10月 管理職を対象とした研修会を実施
・平成22年 1月 社内報により周知・啓発の実施
・平成22年 6月 社員に対する研修会を実施

URL: http://www.ryouritsushien.jp/

http://www.ryouritsushien.jp/index.php



